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要旨 
 
 
「働き⽅改⾰」以降、推進が進められる副業について、その保有が健康に与える影響を、
その従事する時間帯に注⽬し、「社会⽣活基本調査」の個票データを⽤いて実証分析を⾏
なった。 

まず、副業がどの時間帯に⾏われているのかを、クラスター分析を⽤いて区分した本業
の就労スケジュールグループ別に、総務省「社会⽣活基本調査」の個票データを⽤いて明
らかにした。その上で、副業に従事する労働時間帯が健康に与える影響を明らかにした。
分析の結果、本業がフルタイム労働者である場合には、その終業後と休⽇に副業をする傾
向、残業があるフルタイム労働者では平⽇の早朝、午後・深夜のみ、午前のみの就労を本
業でする場合には、それ以外の⽇中の時間帯に副業を⾏なっている傾向が確認された。そ
の上で、平⽇夜間や深夜の副業は健康に対して悪影響をもたらしていること、他⽅、平⽇
早朝や休⽇の副業においてはその影響は観察されないことが⽰された。 

ただし、この結果はシンプルな回帰分析によるもので、その効果の因果性についてはよ
り厳密に検証する必要がある。また、「社会⽣活基本調査」はその利⽤にあたって課題が
多く、その点も踏まえて結果をみる必要がある。 
 
 
キーワード：副業、⾮典型労働時間、社会⽣活基本調査、健康 
  

 
† 本論⽂で⽤いた「社会⽣活基本調査」の個票データは、統計法 33 条に基づき総務省統計局より提供受けたものであ
る。本研究は JSPS 科研費 20K01703「復業と契約の労働経済分析」（研究費代表者：⽞⽥有史）より助成をうけたもの
である。 
* 東洋⼤学経済学部 〒112-8606 東京都⽂京区⽩⼭ 5-28-20 
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1. はじめに 

本論⽂は副業がどの労働時間帯に⾏われているのかを明らかにした上で、健康に与える
影響を総務省「社会⽣活基本調査」の個票データを⽤いて検証する。クラスター分析を⽤
いて区分される本業のスケジュール区分別に分析を⾏った結果、どの働き⽅においても、
平⽇夜間・深夜に⾏う副業⾏動者は不健康である傾向がみられた。他⽅、平⽇の早朝や休
⽇においては、これらの影響が観察されなかった。 

2017 年 3 ⽉、働き⽅改⾰実現会議は「働き⽅改⾰実⾏計画」を決定した。その計画のな
かには、同⼀労働同⼀賃⾦や賃⾦引き上げ、労働⽣産性向上などの施策で構成されていた
が、その中にはフレキシブルな働き⽅を広げるための施策として、テレワークの推進とと
もに副業の推進が掲げられた。この決定を受けて、厚⽣労働省は 2018年 1 ⽉にモデル就業
規則1を改定し、これまで「許可なく他の会社等に従事しないこと」と記されていた副業の
禁⽌事項が、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができ
る」と変更された。 

この変更と同時に、厚⽣労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、
副業することを認める本業企業が注意すべき対応についてまとめている。その中では、副
業をすることによる過労を防⽌するために、「労働時間管理」に関するルールが決められ
ている。これは、労働基準法第 36条で定められる実労働時間が、副業も合算して計算する
ことを⽰しており、時間外労働の上限（年 360 時間、臨時的な事情がある場合で年 720 時
間、単⽉ 100 時間）が限度とされる2。労働時間とともに計さされている健康管理において
も、副業との通算労働時間の上限規制を守ることについて⽀持されている。 

副業のためのガイドラインにおいては、労働時間の⻑さに対して規制されているが、休
息するための時間の確保として、「働き⽅改⾰」においては「勤務間インターバル」の制
度導⼊が推奨されている3。勤務間インターバルは、勤務時間と勤務時間の間に⼀定時間の
休息時間を設ける制度である。勤務時間どうしの休息という観点から副業をとらえた時に
は、平⽇（⽉曜から⾦曜）に本業を働き、休⽇（⼟曜・⽇曜）に休むフルタイム労働者の
副業を考えた場合、平⽇の本業終業後に⾏う副業と、休⽇に⾏う副業は、勤務間インター
バルの観点からは、同じ労働時間であっても別のものとして解釈される。川上 (2021)は総

 
1 モデル就業規則とは、10 ⼈以上従業員を雇⽤する企業において労働基準法に定められている就業規則の作成におい
て、その参考資料として厚⽣労働省が公表している就業規則の規定例である。モデル就業規則は厚⽣労働省のホームペ
ージ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html）
に掲載されている。 
2 ただし、これは雇⽤者のみに適⽤されるもので、労働時間規制が適⽤されないフリーランスや経営者、アドバイザー
やコンサルタント、農業・畜産業などの従事者、⾼度プロフェッショナル⼈材）には適⽤されない。ただし、その場合
において⻑時間労働とならないよう就業時間を把握することが望ましいとしている。 
3 令和 3 年 7 ⽉に変更された「過労死等の防⽌のための対策に関する⼤綱」では、令和 7 年までに勤務間インターバル
を知らない企業を５％未満とし、導⼊割合を 15％以上とする数値⽬標が⽰されている。 



3 
 

務省「社会⽣活基本調査」の公表集計値を⽤いて、副業が⾏われる時間帯は平⽇の深夜と
休⽇に多いことを指摘している。 

また、深夜の就労は⾮典型労働時間の就労として、労働が健康に与える影響という問題
意識から研究が蓄積されている。その代表的研究である Sato et al. (2020)ではブルーカラ
ー労働者においては深夜労働が精神的な不健康に影響し、ホワイトカラーについては週末
の就労労働が平⽇の⻑時間労働と⽐べて 1.5 倍から 2 倍メンタルの不調に負の影響を与え
ることを⽰している。Kuroda and Yamamoto (2012)によれば、1990 年代に週休２⽇制が
導⼊されたことで、深夜や早朝の⾮典型労働時間に働く割合が、特に低所得の⾮正規雇⽤
で⾼まっていることが明らかになっている。 

⾮典型労働時間の就労が家族⽣活に与える影響を指摘している⼤⽯ (2017)は⽇本におけ
る⾮典型労働時間の就労が増えている背景として「⼩売店舗や飲⾷店等の営業時間の延⻑
や⽣産⼯程の 24 時間化」やそれに伴う物流の影響を指摘し、それらが健康や安全に対して
重⼤なリスクとなることを指摘している4。また、⼤⽯ (2015, 2017)は⺟⼦世帯において⾮
典型労働時間就労が多くなることと、副業に従事している割合が⾼くなることを指摘し、
それらが⼦供のウェルビーイングに負の影響を与えることを指摘している。 

本論⽂は、以上の問題意識にしたがい、そもそも副業がどの時間帯に⾏われているのか
を、クラスター分析を⽤いて区分した本業の就労スケジュールグループ別に、総務省「社
会⽣活基本調査」の個票データを⽤いて明らかにする。その上で、副業に従事する労働時
間帯が健康に与える影響を明らかにする。分析の結果、本業がフルタイム労働者である場
合には、その終業後と休⽇に副業をする傾向、残業があるフルタイム労働者では平⽇の早
朝、午後・深夜のみ、午前のみの就労を本業でする場合には、それ以外の⽇中の時間帯に
副業を⾏なっている傾向が確認された。その上で、平⽇夜間や深夜の副業は健康に対して
悪影響をもたらしていること、他⽅、平⽇早朝や休⽇の副業においてはその影響は観察さ
れないことが⽰された。ただし、この結果はシンプルな回帰分析によるもので、その効果
の因果性についてはより厳密に検証する必要がある。また、「社会⽣活基本調査」はその
利⽤にあたって課題が多く、その点も踏まえて結果をみる必要がある。 
次節では、分析に⽤いる「社会⽣活基本調査」を説明するとともに、そのなかで副業が

どのように観察されるかをみる。第３節では、クラスター分析を⽤いて本業の労働時間帯
のタイプごとの区分を⾏う。第４節では本業のクラスターグループごとの副業の労働時間
帯と労働時間の⻑さを概観する。第５節で副業の労働時間帯が健康に与える影響を推定し、
第６節で分析のまとめを⾏い、残される課題を⽰す。 
 
 
2. 「社会⽣活基本調査」 

 
4 海外の研究として Kecklund and Axelsson (2016)によるメタ分析から、深夜早朝のシフト勤務による睡眠不⾜は、事
故を増加させ、糖尿病やガンなどのリスクを⾼めることが指摘される。⽇本の⼯場労働者を対象としているMorikawa 
et al. (2005)においても、シフト勤務労働者は糖尿病リスクが⾼いことを明らかにしている。 
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副業保有の時間帯を分析するために、2001、2006、2011、2016 年の 4 カ年の総務省
「社会⽣活基本調査」（以下「社基調」と表記する）の個票データを⽤いる。「社基調」は
「⽣活時間や余暇時間における活動の状況など、国⺠の社会⽣活の実態を明らかにするた
めの基礎資料を得ることを⽬的に」実施されている調査である5。 

「社基調」は、無作為に選定した全国 10 歳以上の約 20 万⼈を対象に実施されるが、そ
のなかで、副業を含む詳細な⾏動を訊ねる調査票 Bの回答者は約 1万⼈である。調査は 10
⽉ 20 ⽇（平成 28 年調査の場合）に実施され、1 ⽇の⽣活時間の回答について、曜⽇ごと
に結果を得るために回答者を無作為に８つのグループに分け、グループごとに、10 ⽉ 15
⽇から 10 ⽉ 23 ⽇までの 9⽇間のうち、連続する２⽇間を調査⽇として選んで、その中の
⾏動について訊ねる。 

回答者は、世帯員に関する事項、個⼈の属性、仕事の属性について回答し、連続する 2
⽇間について、15 分刻みにどのような⾏動をしていたか（主⾏動と同時⾏動）、場所、⼀
緒にいた⼈について回答する。その⾏動の内訳に「主な仕事」「主な仕事中の移動」と
「副業」「副業中の移動」がある。なお、ここで⽰す「主な仕事」「副業」の別は、「収⼊
が多い⽅，収⼊が同じ場合は勤務時間が⻑い⽅」6によって決まる。以降、「主な仕事」を
「本業」と呼称する。 

2 ⽇間（48時間）のデータを、本論⽂においては「平⽇-平⽇」「平⽇-休⽇」の「２⽇間」
に分類する7。図表１は、この３タイプと調査の 1 ⽇⽬が何曜⽇であるかをまとめたもので
ある。「平⽇-平⽇」は、⽕曜⽇・⽔曜⽇の組み合わせと、⽊曜⽇・⾦曜⽇の組み合わせで
ある。「平⽇-休⽇」は⾦曜⽇・⼟曜⽇の組み合わせと⽇曜⽇・⽉曜⽇の組み合わせである
が 1 ⽇⽬を平⽇、2 ⽇⽬の休⽇とするために⽉曜⽇と⽇曜⽇は⽇の順番を⼊れ替えている。 

ここで注意をする必要があるのは、副業の活動を把握するときに、調査対象の２⽇間に
おいて副業を⾏なっていたかどうかに、副業保有の定義が定められることにある。例えば、
「平⽇-平⽇」の調査⽇の場合には、⼟曜⽇や⽇曜⽇に副業をしている場合には副業をして
いないと分類される。これは「平⽇-休⽇」、「休⽇-休⽇」のケースにおいても同様である。
ただし、主な仕事をしているかどうかは、個⼈属性の項⽬から把握できる。 

平⽇のみの２⽇間と、平⽇と休⽇ 2 ⽇間に分けて、それぞれの期間における副業⾏動者
と⾮⾏動者との間で活動時間に差異があるかを図表 2 にまとめた。この集計からは副業⾏
動者は本業の労働時間が平均して 4 時間短いことが⽰される。これは、副業保有の理論的
背景として指摘されてきた本業の労働時間制約による副業保有の動機（Perlman,1966 など）
を⽰唆するものである。これは、通勤時間についても同様である。また、休⽇においては
趣味に割かれる時間も副業を持つと短くなっている。睡眠時間については、両者の際は⼤
きな差がみられなかった。 

 
5 総務省ホームページ（https://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/gaiyou.html）より引⽤。 
6 「平成 28 年社会⽣活基本調査」の「調査票を記⼊する前に（調査票 B）」を参照。 
7 調査においては、⼟曜⽇・⽇曜⽇の組み合わせである「休⽇-休⽇」のデータも得られるが、この集計においては平
⽇における労働時間の把握をすることができないため、分析の対象から除外した。 
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副業と本業がそれぞれ⾏われる時間帯にも差が確認をする。その集計のために「社会⽣
活基本調査」から得られる情報を以下のように整理した。15 分ごとに把握できる⾏動の情
報を 1 時間単位で集約し、２⽇間を 48時間に分けて、その時間内の⾏動時間を 15分、30
分、45分、1 時間を 0.25、0.5、0.75、１に変換する。また、主⾏動と同時⾏動は統合し、
区別をしない。同時⾏動として副業をしている場合でも、本論⽂は副業として定義する。
また、本業・副業に関する移動は、それぞれ本業・副業の⾏動とする。 

このような変換を⾏い、曜⽇区分別に、２⽇間各時点の本業・副業の平均⾏動時間をま
とめたものが図表 2-1、2-2 である。図表 2-1 は平⽇-平⽇のデータについて集計した結果
である。この図からは副業を持っている労働者は⽇中の時間帯においては本業の労働時間
よりも平均的に短いが、20 時から深夜 24 時までと、午前 5 時から 7 時の時間帯で副業に
従事する時間が、本業を上回っている。夜間に⾏われる副業は、平⽇-休⽇データの集計図
表 2-2 からも確認できる。この集計においても深夜時間帯において副業の平均時間が本業
の時間を上回る。そして、休⽇の⽇中において、副業が本業と同⽔準で⾏われていること
が⽰される。 

ただし、ここで⾏った集計は、本業・副業の労働時間を集計対象者全体の平均値として
計算したものである。例えば、副業において、必ずしも深夜と休⽇両⽅に副業をしている
とは限らず、深夜に副業をする者と休⽇に副業をする者は別である可能性がある。本業の
労働時間帯についても同様である。 

以上の点を踏まえ、次節では、本業の平⽇の労働時間帯を客観的に区分するためにクラ
スター分析を⾏い、そのクラスターの特徴を明らかにし、そのグループごとに副業の活動
時間帯を概観したい。 
 
 
3. 本業の労働時間帯 

副業は、原則本業以外の余暇時間において⾏われるものである。その点から、どの時間
帯に本業に従事しているかは、副業の労働時間帯に⼤きく影響を与えると考えられる。そ
こで、先⾏研究において余暇時間の活動時間帯を分析している⽯⽥ (2019)や、夫婦の活動
時間帯を分析する Lesnard (2004)や、介護の労働時間帯を分析している Kolpashnikova and 
Kan (2021)に倣い、クラスター分析を⾏う。 

クラスター分析は、就業者を対象に図表 3-1 と 3-2 で⽤いた 1 ⽇⽬（平⽇-休⽇サンプル
においては平⽇）における 1 時間ごとの本業の⾏動時間 24変数を⽤いて⾏う。分析は階ウ
ォード法による階層的クラスター分析を採⽤し、集計された対象を４つのクラスターに分
類した。クラスター分析において⽰されるデンドログラムおよびクラスターのグループ数
の決定に⽤いた Hart の Pseudo t-squared は補図表に掲載した8。デンドログラムにおいて
も⽰されているが、クラスターグループは、最初に１と２、３と 4 の２つのグループに分

 
8 クラスター分析による区分ごとのサンプルサイズおよびグループ数ごとの本業の労働時間帯の分布を⽐較したうえ
で、Hart の Pseudo T-squared を指標として⽤いた。 



6 
 

岐し、その後、４つのグループに分かれている。 
図表 4-1 と 4-2 は、それでは、平⽇-平⽇と平⽇-休⽇における本業の労働時間帯をクラス

ターのグループごとに分けて⽰している。この図からは、グループ 1 と２は午前 8 時ごろ
の始業、昼休み、その後 18時以降の終業が共通していることからフルタイムの働き⽅をし
ていることが⽰唆される。ただし、グループ２においては本業の就業時間がグループ１と
⽐べて遅くなっており、残業をしている傾向も⽰される。このことから、グループ１と２
はそれぞれ「フルタイム型」と「フルタイム残業型」と呼称する。 

グループ３と４はいわゆるフルタイム労働とは異なる傾向を⽰している。グループ３は
午後から活動が始まる傾向があり、深夜・早朝まで⾏動が続いている傾向がある。グルー
プ４は始業時間がフルタイム労働よりも早く始まる傾向があるが、午前で終業する傾向が
あり、午前のみの短時間就労の働き⽅を⽰している。ここでは、グループ３を「午後・深
夜就労型」とし、グループ４を「午前就労型」とする。 

なお、平⽇-平⽇サンプルにおいても平⽇-休⽇サンプルにおいても、クラスター分析の
対象とした 1 ⽇⽬の本業の⾏動時間については差がみられなかった。しかし、平⽇-平⽇サ
ンプルにおいては 1 ⽇⽬と 2 ⽇⽬で本業の時間帯は同様の傾向を⽰しているが、平⽇-休⽇
サンプルにおいては、休⽇であるため、午後・深夜就労型以外では、⾏動時間は全体的に
短い。 

どのような個⼈が、これらの労働時間帯区分で働いているのだろうか。フルタイム型を
基準として、他のグループに個⼈属性や本業の属性が与える影響を多項ロジットモデルで
推定を⾏った。説明変数には、性別、年齢、婚姻、10 歳未満の⼦供の有無、世帯所得４区
分を⽤いている。また、本業の仕事の内容については、就業形態を⽤いたものと、本業の
勤務時間タイプを⽤いたものと２通り推定を⾏った。勤務時間タイプとは、個⼈が裁量的
に労働時間を決められるかどうかに基づく区分であり、「フルタイム・始業固定」「フルタ
イム・始業選択可能」「フルタイム・始業会社指定」「短時間勤務」「⾮雇⽤者」にわけら
れる。なお、勤務時間タイプは被雇⽤者にのみ訊ねられるため、それ以外の⾃営業主など
を⾮雇⽤者として区分した。 

推定結果は図表 5 に⽰した。個⼈属性の影響をみると、午前就労型は⼦供がいる⼥性が
従事している⼀⽅で、⼦供がいない若年男性は、フルタイム残業型および午後・深夜就業
型の働き⽅をしている。⼀⽅で、フルタイム残業型は⾼所得の正社員や役員・⾃営業主が
多く、それに対して、午後・深夜型就業は所得の⽔準が低い⾮正社員や役員・⾃営業主が
多い。 
勤務時間のタイプの違いをみると、フルタイム残業型は、始業時間を選択できる傾向が

みられる。これは、就業時間が夜間となる代わりに、始業時間も遅らせて働いている可能
性がある。⼀⽅で、午後・深夜型と午前就労型は短時間勤務の雇⽤、または始業時間が会
社で指定されるようなフルタイム労働者である。 
図表 5 の推定結果からは、本業の労働時間帯別の副業保有には、労働時間の⻑短の影響、
世帯所得の差異、⼦供がいる⼥性であるといった特性などが含まれることに注意する必要
があるだろう。図表６は本業の労働時間帯クラスターごとに、副業⾏動を集計対象の２⽇
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間で⾏っている割合をまとめている。ここからは、フルタイム型・フルタイム残業型と⽐
べて、それ以外の働き⽅で副業をする割合に差があることがわかる。これは、多項ロジッ
トモデルの推定結果からも⽰された両グループの雇⽤形（正社員と、⾮正社員・⾃営業主
との間）の差を反映しているものと考えられる。⼀⽅で、平⽇-平⽇サンプルと平⽇-休⽇
サンプルの差を⽐較した場合には、フルタイム型・フルタイム残業型は平⽇-休⽇型の⽅が
副業をしている割合が⾼い。この違いは、典型的な時間帯に働く場合には、より休⽇に副
業を持つという傾向を⽰している。 
 
 
4. 副業の労働時間帯と⻑時間労働 

クラスター分析により区分された本業の労働時間帯「フルタイム型」「フルタイム残業
型」「午後・深夜就労型」「午前就労型」の４つのグループごとに、どの時間帯に副業をし
ているかを、平⽇-平⽇サンプルは図表 7-1、平⽇-休⽇サンプルは図表 7-2 にまとめている。
まず、フルタイム型の副業には２つの就労時間帯がみられる。１つは、平⽇の本業が終業
した後の 18時以降に副業を始め、深夜に及ぶ時間帯であり、もう１つは、休⽇に午前・休
憩・午後の就労をする時間帯である。フルタイム残業型は、フルタイム型でみられた 18時
以降に始められる副業よりも遅く、平⽇の 20 時以降に副業⾏動時間が⻑くなっている。ま
た⼀⽅で、早朝の時間帯の副業も観察される。もう１つ、休⽇の特徴としてフルタイム型
のように⽇中に副業をしている傾向もみられるが、平⽇と同様に 20 時以降の夜間に副業を
している傾向も観察される。 

午後・深夜就労型の特徴は、平⽇の午前の時間帯に副業を⾏っている。対照的に、午前
就労型は、平⽇の午後の時間帯に副業を持っている。他⽅、休⽇においても、全体の⽔準
は平⽇と⽐較して⼩さいが、午前就労型は、休⽇においても午前に本業の仕事をし、午後
に副業、午後・深夜就労型においては午前に副業・午後に本業という関係が確認される。 

本業の労働時間帯区分によって、副業が⾏われる時間帯に違いが⽣まれる。本業がフル
タイム雇⽤である場合には副業は休⽇、もしくは本業の終業後に⾏われる。相対的に⾮正
規雇⽤や⾃営業主が多い午後・深夜就労型や午前就労型は、午前と午後をそれぞれ本業と
副業に使い分けている傾向がみられた。 

このような働き⽅の違いは、労働時間の⻑さにおいては、どのような差異がみられるの
だろうか。本業の労働時間帯クラスター別に本業と副業の２⽇間の労働時間をまとめたも
のが、図表 8 である。まず、午前就労型を除いて副業を２⽇間に⾏っている場合には本業
の労働時間が短く、副業の労働時間を合算すると副業を⾏なっていない場合の労働時関よ
り⻑時間労働となる。 

そのなかで、相対的に⾮正規雇⽤が多い午後・深夜就労型や午前就労型は副業と合算す
るとフルタイム型とほぼ同⽔準の労働時間となり、フルタイム型においては副業と合算す
ることでフルタイム残業型の労働時間⽔準に近い⽔準となる。その点において、副業を持
つことによる労働時間の増加は、本業の雇⽤形態では不⼗分であるという労働時間を、よ
り⻑時間労働である雇⽤形態に合わせて調整されていることが⽰唆される。 
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また、副業に伴う⻑時間労働によって、どの余暇時間が削られているのかをみるために、
本業の労働時間帯クラスターごとに調査対象の２⽇間における睡眠時間と趣味のための時
間の⽐較をした（図表 9）。この図からは、副業を持つことで睡眠時間が副業を持っている
場合にフルタイム労働者で 1 ⽇あたり 30 分、午後・深夜就労型では 1 時間短いことが⽰さ
れる。この差は平⽇・休⽇サンプルではより⼤きく、午前就労型においても 1 時間以上の
差がみられる。また、フルタイム残業型は他の働き⽅と⽐較して睡眠時間が短い点も注意
する必要がある。午前・深夜就労およびフルタイム労働は、図表 7-1 でみたように本業の
労働時間帯もしくは副業の労働時間帯が深夜に及んでおり、これらは睡眠時間を削って就
業する要因となることが⽰唆される。 
趣味にかける時間については、フルタイム型と午後・深夜就労型では、副業を持つこと

で趣味にかける時間が平⽇のみでは 1 ⽇あたり 30 分、平⽇-休⽇サンプルでは 1 時間ほど
短い。平⽇においても余暇時間に趣味を楽しむ時間を副業に振り分けていることがわかる
が、それは休⽇においてより強く現れると考えられる。 
 
 
5. 副業時間帯が健康に与える影響 

本業で働く労働時間帯の違いによって、本業と副業で合算される労働時間および副業の
労働時間帯にも違いがみられることが確認された。ここでは、副業の労働時間帯が健康に
与える影響を、シンプルな回帰分析から明らかにしたい。先⾏研究でみたように、仕事と
仕事の間の勤務間インターバルを⻑く取ることは、睡眠時間や休息をとる時間の確保につ
ながるという実証結果が得られている（⾼橋他, 2018 や永井, 2019）。その点において、本
業の就業に続くように副業を始めた場合に、健康を悪化させる影響があることが予測され
る。 

副業の労働時間帯が健康に与える影響を分析するにあたり、以下の推定モデルについて、
シンプルな最⼩⼆乗法を⾏う。 
 

𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + ∑ ∑ 𝛽"#𝑀𝐻"#!$
#%&

$
"%& +∑ 𝛾#$

#%' 𝐶#! + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠! + 𝜖! 
 
ここで被説明変数𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ!は健康指標であるが、「社基調」において、回答者の健康状態

は 2011 年調査においては、「良い」「まあ良い」「あまり良くない」「悪い」の４段階で訊ね
られており、2016 年調査においては、「良い」「まあ良い」「ふつう」「あまり良くない」
「良くない」の５段階で訊ねられている。そこで、ここでは各年の全サンプルを⽤いて上
記の健康指標の標準化変数を作成し、平均 0、分散１に尺度を揃えた。なお、ここで⽰す
健康指標は、値が⼤きくなるほど健康状態が悪化している「不」健康指標である。 

注⽬される説明変数は、副業の労働時間帯区分ごとの個⼈𝑖の労働時間𝑀𝐻"#!である。添
字の𝑀は副業の労働時間帯をあらわしており、「早朝時間帯（4〜7 時）」「⽇中時間帯（7〜
19時）」「夜間時間帯（19〜22 時）」「深夜時間帯（22 時〜４時）」の４つに分けられる。添
字の𝑆は、クラスター分析で区分された本業の労働時間帯クラスターであり、「フルタイム
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型」「フルタイム残業型」「午後・深夜就労型」「午前就労型」の４区分である。この推定
では、副業の労働時間が健康に与える影響を、副業の時間帯ごとに求め、その効果は本業
の労働時間帯区分によって異なると考える。𝐶#!は本業の労働時間帯クラスターであり、基
準となるグループはフルタイム型である。コントロール変数には、本業・副業の２⽇間の
労働時間のほかに、性別、年齢、婚姻、10 歳未満の⼦供の有無、世帯所得、就業形態を⽤
いる。なお、推定は平⽇-平⽇サンプルと平⽇-休⽇サンプルを分けて実施する。 

推定結果は、図表 10 にまとめている。推定結果からは、平⽇-平⽇サンプルにおいての
み、副業の労働時間帯が健康に負の影響をもたらしていることが⽰される。⽇中時間帯に
おける副業は健康悪化に影響するが、その影響の⼤きさを⽰す係数は相対的に⼩さい。⼀
⽅で、フルタイム残業型といった⻑時間労働で働く場合の平⽇の夜間・深夜の副業、フル
タイム型における深夜時間帯の副業は、健康を悪化させることが⽰される。同時に、午後
深夜就労型における平⽇深夜の副業も健康を悪化させる。対照的に、早朝の副業を⾏って
いる場合には、健康悪化の影響は観察されなかった。また、休⽇の副業においては健康を
悪化させる副業の時間帯は観察されなかった。 

この推定結果から⽰唆されるのは、フルタイムの雇⽤においても、パートタイムなどを
含む短時間雇⽤者や⾮典型労働時間の就業者においても、平⽇の夜間・深夜に副業を持つ
ことは健康を悪化させる要因となることである。対照的に、平⽇であっても早朝に⾏う副
業や休⽇に⾏う副業ではその影響はみられない。平⽇-平⽇サンプルの副業労働時間帯をみ
ている図表 7-1 では、早朝に⾏われる副業は前⽇の深夜から延⻑される傾向は⼩さく、睡
眠時間をとった上で副業が⾏われていると解釈をすることができる。また⼀⽅で、休⽇の
副業についても同様に、平⽇の就労時間の制約から離れて副業の時間帯を選択できる点、
平⽇の本業の仕事からインターバルがある点においても、健康悪化の影響が現れない可能
性がある。 

ただし、注意する必要があるのは、ここで⾏った推定はシンプルな最⼩⼆乗法であり、
健康で体⼒に余裕がある個⼈が副業を持っている点や、早朝に副業をしている逆の因果関
係も排除することができていない。その点において、ここで得られている結果は、相関関
係として⽰されているものであると考える⽅がよいだろう。 
 
 
6. 分析結果のまとめと残された課題 
「働き⽅改⾰」以降推進されている副業の保有について、過労による健康悪化を回避する
ために必要とされる労働時間管理において、労働時間の⻑短はその規制の対象となってい
るが、近年注⽬される勤務間インターバルおよび⾮典型労働時間という観点からみたとき
に、その副業がどの時間帯に⾏われるのか（平⽇終業後の深夜か休⽇か）については⼗分
な議論がなされていなかった。 

本論⽂は、以上の問題意識から、そもそも副業がどの時間帯に⾏われているのかを、ク
ラスター分析を⽤いて区分した本業の就労スケジュールグループ別に、総務省「社基調」
の個票データを⽤いて明らかにした。その上で、副業に従事する労働時間帯が健康に与え
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る影響を明らかにした。分析の結果、本業がフルタイム労働者である場合には、その終業
後と休⽇に副業をする傾向、残業があるフルタイム労働者では平⽇の早朝、午後・深夜の
み、午前のみの就労を本業でする場合には、それ以外の⽇中の時間帯に副業を⾏なってい
る傾向が確認された。その上で、平⽇夜間や深夜の副業は健康に対して悪影響をもたらし
ていること、他⽅、平⽇早朝や休⽇の副業においてはその影響は観察されないことが⽰さ
れた。 

この分析結果は、フルタイム労働者が副業を⾏う際に、本業の終業後深夜の時間帯に⾏
う場合に健康が悪化する可能性を⽰しており、平⽇に従事する必要がない副業については、
⼗分な休息を夜間・深夜にとったうえで、休⽇に⾏われる⽅が望ましいといえる。本業の
仕事と仕事の間の休息時間を減らし、副業を⾏うことは、勤務間インターバルの観点から
も、健康に注意して⾏うべきであるといえる。 

ただし、Kuroda and Yamamoto (2012)は、その実証結果からホワイトカラー労働者は休
⽇に⻑時間の休息をとることが健康の維持に必要であることを指摘している。また、川上
（2021）は副業を持つ動機によって副業を持つことがウェルビーイングに与える影響が異
なることを明らかにしている。その点で、本稿で⾏なった分析は、本業・副業の仕事の内
容や、副業を持つ動機の異質性についても考慮して分析を⾏うべきであろう。 

また、本稿で⽤いた「社基調」は２⽇間のスケジュールのみを訊ねる調査であることか
ら、例えば平⽇-平⽇サンプルにおける集計対象者が休⽇に副業を⾏なっていたとしても、
平⽇の 2 ⽇の間に副業をしていないために副業をしていると分類されない推計誤差が常に
含まれる問題が残される。また、その特性から「社基調」においては他の調査と⽐較して
就業者に占める副業従事者の割合が低く計測され、さらに、「社基調」のサンプルサイズ
が他の政府統計と⽐較して必ずしも多くないことから、副業の⾏動を⾏うサンプル⾃体が
⼩さいという課題もある。健康指標においても、全体的な健康の状況しか訊ねていないた
め、精神⾯の健康なのか⾝体⾯の健康なのかが把握できない問題がある。⼗分なサンプル
サイズが確保できる就労と健康に特化した「時間調査」の実施が必要であるといえるだろ
う。 

また、本稿で⾏なった健康に与える影響を⾏なった分析はシンプルな最⼩⼆乗法による
ものであり、健康な個⼈が早朝や深夜に副業をするという逆の因果関係の影響も含むバイ
アスの結果であるということも注意する必要がある。その点で、より厳密に因果関係を推
定する必要もあるだろう。 
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図表 1. 調査対象⽇の分類と調査 1 ⽇⽬の曜⽇ 

 
注）「社基調」2001-2016 年の４カ年データをプールして集計。1⽇⽬が⽇曜⽇、2⽇⽬が⽉曜⽇の場合は平⽇・休⽇と
して集計するために 1⽇⽬と 2⽇⽬を⼊れ替えている。 
  

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇ 合計
平⽇-平⽇ 0 4776 0 4736 0 0 9512
平⽇-休⽇ 4707 0 0 0 4997 0 9704
休⽇-休⽇ 0 0 0 0 0 19279 19279
合計 4707 4776 0 4736 4997 19279 38495
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図表 2-1. 時間別本業・副業の平均⾏動時間（平⽇-平⽇） 

 
注）総務省「社会⽣活基本調査」個票データより筆者が集計。2001-16 の４カ年のプールした値。各時間について、該
当する⾏動を 1 時間⾏なっていれば 1、30 分であれば 0.5 のように集計し、各時間における⾏動時間を求めている。 

 
図表 2-2. 時間別本業・副業の⾏動時間（平⽇-休⽇） 

 
注）図表 2-1 を参照。  
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図表 3. 副業の⾏動有無別、２⽇間平均⾏動時間 

 
注）総務省「社会⽣活基本調査」個票データより筆者が集計。 
  

平⽇-平⽇ 平⽇-休⽇ 平⽇-平⽇ 平⽇-休⽇ 平⽇-平⽇ 平⽇-休⽇
本業 17.42 12.33 13.55 9.11 0.78 0.74
副業 0.00 0.00 5.20 5.58
通勤 2.24 1.50 1.73 1.39 0.77 0.93
睡眠 14.51 15.65 13.53 15.01 0.93 0.96
家族のケア 2.23 2.29 1.83 1.94 0.82 0.85
⼦供との時間 0.37 0.53 0.38 0.62 1.03 1.16
交際・交流 3.64 3.96 3.23 3.61 0.89 0.91
趣味 1.55 2.64 1.41 1.07 0.91 0.41
⽣活 2.08 2.74 3.08 3.24 1.48 1.18
メディア 4.59 5.61 4.92 5.46 1.07 0.97
ショッピング 0.38 0.88 0.42 0.57 1.09 0.65
社会活動 0.07 0.22 0.53 0.87 8.16 4.02
勉強 0.08 0.13 0.00 0.02 0.00 0.16

⾮副業⾏動者 副業⾏動者 副業⾏動者対⾮⾏動者⽐
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図表 4-1. クラスター分類ごとの本業の労働時間帯（平⽇-平⽇） 

 
注）1⽇⽬の各時間における労働時間を⽤いてクラスター分析を⾏うことで、調査対象を 4 つのグループに分
け、各グループの 1⽇⽬、2⽇⽬の各時間の労働時間をまとめている。 

 
図表 4-2. クラスター分類ごとの本業の労働時間帯（平⽇-休⽇） 

 
 注）図表 4-1 を参照。集計対象となる曜⽇は、⾦曜⽇・⼟曜⽇と⽇曜⽇・⽉曜⽇であり、ここでは 1⽇⽬を平⽇

（⾦曜⽇・⽉曜⽇）、2⽇⽬を休⽇（⼟曜⽇・⽇曜⽇）としている。 
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図表 5. 本業の労働時間帯クラスター分類と個⼈属性の関係 

 
注）多項ロジットモデルで推定を⾏ない、表には上段に限界効果、下段に t 値を掲載している。被説明変数における基
準となるグループは「フルタイム型」である。説明変数における[ ]内は、説明変数における基準グループである。アス
タリスク*, **, ***はそれぞれその変数が有意⽔準 10%, 5%, 1%で有意であることを⽰している。 

  

男性ダミー 0.670 *** 0.163 * -0.754 *** 0.787 *** 0.359 *** -0.488 ***

9.34 1.67 -7.44 8.76 2.81 -3.42

年齢対数値 -1.233 *** -1.106 *** 1.056 *** -1.323 *** -1.051 *** 0.914 ***

-9.35 -6.30 5.08 -7.23 -4.64 3.25

婚姻ダミー 0.077 0.124 0.116 0.116 0.164 0.063

0.98 1.25 1.20 1.19 1.24 0.45

10歳未満子供ダミー -0.236 *** -0.510 *** 0.377 *** -0.198 * -0.633 *** 0.216

-2.88 -4.03 2.98 -1.78 -3.66 1.18

世帯所得４分類[300万円未満]

300万円以上500万重未満 0.228 ** -0.218 * 0.110 -0.055 -0.195 0.086

1.99 -1.76 0.79 -0.36 -1.06 0.45

500万円以上800万円未満 0.417 *** -0.318 *** 0.272 ** 0.230 * -0.194 0.088

3.93 -2.59 2.03 1.67 -1.11 0.48

800万円以上 0.475 *** -0.250 ** 0.146 0.340 ** -0.248 0.070

4.48 -2.00 1.03 2.46 -1.38 0.37

就業形態[正社員]

非正社員 -0.979 *** 1.070 *** 1.509 ***

-10.12 9.77 11.54

役員・自営業主・家族従業者 -0.046 1.042 *** 1.325 ***

-0.52 8.56 9.48

勤務タイプ[フルタイム・始業固定]

フルタイム・始業選択可能 0.445 ** 1.467 *** 0.895 **

2.17 4.57 2.13

フルタイム・始業会社指定 0.104 1.756 *** 1.287 ***

0.76 8.98 4.46

短時間勤務 -1.327 *** 2.351 *** 2.653 ***

-5.80 14.00 14.30

非雇用者 0.119 1.602 *** 1.764 ***

0.88 8.67 8.83

定数項 3.528 *** 2.238 *** -7.015 *** 3.774 *** 1.078 -6.708 ***

8.11 3.90 -9.20 6.01 1.41 -6.49

観測数 8306 4652

擬似決定係数 0.094 0.126

対数尤度 -73616683.5 39094146.7

C hi2 1025.7 765.9

P rob> C hi2 0.000 0.000

午前就労型

限界効果/t値 限界効果/t値 限界効果/t値 限界効果/t値 限界効果/t値 限界効果/t値

フルタイム残業型 午後・深夜就業型 午前就労型 フルタイム残業型 午後・深夜就業型
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図表 6. 本業の労働時間帯クラスター別、集計対象２⽇間の副業⾏動率 

  

平⽇-平⽇ 平⽇-休⽇ 合計
フルタイム型 1.8% 1.9% 1.8%
フルタイム残業型 0.7% 0.9% 0.8%
午後・深夜就労型 3.9% 2.9% 3.5%
午前就労型 3.3% 1.3% 2.4%
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図表 7-1. 本業の労働時間帯クラスターごとの副業の労働時間帯（平⽇-平⽇） 

 
 

図表 7-2. 本業の労働時間帯クラスターごとの副業の労働時間帯（平⽇-休⽇） 

 
図表 8. 本業の労働時間帯クラスターごとの本業・副業の労働時間 
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図表 9. 本業の労働時間帯クラスター区分別、副業⾏動と睡眠時間・趣味への時間の関係 

  

(a) 平⽇-平⽇ 睡眠時間              (b) 平⽇-休⽇ 睡眠時間 

  

(c)  平⽇-平⽇ 趣味時間              (d)平⽇-休⽇ 趣味時間 
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図表 10. 副業の労働時間帯別労働時間が健康に与える影響 

 
注）最⼩⼆乗法で推定を⾏なった。数値の上段は限界効果、下段は t値である。説明変数における[ ]内は、説明変数に
おける基準グループである。アスタリスク*, **, ***はそれぞれその変数が有意⽔準 10%, 5%, 1%で有意であることを⽰
している。上記の変数の他にコントロール変数として性別、年齢、婚姻、10歳未満の⼦供の有無、世帯所得、就業形
態を加えている。 

早朝時間帯副業労働時間×
フルタイム型 0.108 0.070

1.59 0.77
フルタイム残業型 0.096 0.024

1.13 0.19
午後・深夜就労型 0.124 -0.150

1.39 -1.11
午前就労型 0.091 0.046

0.82 0.49
⽇中時間帯副業労働時間×
フルタイム型 0.088 *** -0.011

2.60 -0.26
フルタイム残業型 0.102 *** -0.029

2.99 -0.67
午後・深夜就労型 0.115 *** -0.015

3.22 -0.32
午前就労型 0.099 ** -0.027

2.58 -0.57
夜間時間帯副業労働時間×
フルタイム型 -0.061 0.069

-0.57 0.60
フルタイム残業型 0.186 *** 0.048

2.90 0.69
午後・深夜就労型 0.070 -0.199 **

0.99 -2.07
午前就労型 0.480 *** -0.130

3.55 -0.92
深夜時間帯副業労働時間×
フルタイム型 0.234 *** -0.024

3.10 -0.20
フルタイム残業型 0.179 * -0.051

1.94 -0.59
午後・深夜就労型 0.167 *** 0.131

2.62 1.64
午前就労型 0.044 0.058

0.39 0.72

本業労働時間 -0.088 *** 0.019
-2.88 0.47

副業労働時間 -0.145 *** -0.019
-3.24 -0.36

本業労働時間帯クラスター[フルタイム型]
フルタイム残業型 -0.294 0.200

-1.11 1.36
午後・深夜就労型 -0.029 0.192

-0.14 1.30
午前就労型 -0.164 0.070

-0.64 0.38

観測数 2320 2354
決定係数 0.026 0.038
修正済み決定係数 -3204.8 -3148.8
F値 2.802 3.436
Prob>F 0.000 0.000

係数/t値 係数/t値
平⽇-平⽇ 平⽇-休⽇



22 
 

補図表１ クラスター分析のデンドログラム 

 
 

 
 

補図表 2. 階層的クラスター分析の結果 
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クラスター数
Calinski/Harabasz

pseudo-F
Je(2)/Je(1)

Hart oseudo T-
squared

2 2254.84 0.81 1837.96
3 2012.38 0.81 463.39
4 1692.05 0.79 303.25
5 1455.07 0.87 476.54
6 1312.44 0.88 656.14
7 1227.35 0.69 238.45
8 1154.00 0.84 245.02
9 1087.30 0.78 552.06
10 1031.67 0.89 361.32
11 984.58 0.82 190.28
12 939.44 0.84 338.76
13 900.01 0.83 340.58
14 867.74 0.79 163.80
15 837.33 0.83 229.06


